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 参考資料１  
 

  

 

 

商標審査基準改訂案に対するパブリックコメントの結果について 

 

令和２年２月 

 

１．実施方法 

（１）意見募集期間：令和元年１２月２０日（金）～令和２年１月２０日（月） 

 

（２）告知方法：特許庁ホームページ、経済産業省ホームページ、電子政府の

総合窓口（e-Gov） 

 

（３）意見提出方法：電子政府の総合窓口（e-Gov）意見提出フォーム、郵送、

FAX、電子メール 

 

２． 意見提出数 

   ５件 

  【内訳】 

     団体 ：２件 

     企業 ：２件 

     個人 ：１件 

 

３． 意見の概要 

   別紙のとおり 



1 

整理
番号

資料２の頁 該当箇所 御意見の概要 提出者

1 5 ６．（１）

立体的形状には「複数の立体的形状からなるものを含む」とされているが、例示
されているものの中に、既存の立体商標に関するものや店舗等の外観に係る立
体的形状について、複数の立体的形状からなるものの例がないので、それぞれ
の例を挙げるべきである。

1団体

2 8 ６．（３）
店舗等の外観・内装に関する立体商標について、複数の図によって記載されて
いて、一つの立体商標として特定されているものの具体例を例示すべきである。

１団体

3 11  ６．（５）(イ)

「（解説）」に「内装のように立体的形状の内部の構成を表示した立体商標であっ
て、当該立体商標の端が商標記載欄の枠により切れることがやむを得ない場合
は、商標の詳細な説明の記載により立体的形状の内部の構成を表示した立体商
標である旨を明らかにした場合に限り、商標記載欄に記載された範囲で立体商
標としての構成及び態様が特定されていると判断する。 」とあるが、内装は「美感
に資する」ことが需要者にとって重要となるため、商標の詳細な説明に加え、写
真、図等の視覚的な資料も併せて提出できるようにしてほしい。

1企業

4 11 ６．（５）（イ）

店舗等の内装に係る立体的形状のうち、その構成要素の一部を実線で記載し、
それ以外の部分を破線で記載することが許容されるか否か（例えば、椅子の座面
のみを実線とし、脚の部分を破線とするなど）不明確であり、この点を明確にすべ
きである。

１団体

5 13 ６．（６）（イ）

「商標登録を受けようとする商標」に「店舗等の外観を表示した図に内装が含ま
れているもの」が例示されているが、主となる商標見本との同一性を損なわない
ことを前提に、商標中の立体的形状の特徴的部分を別の拡大図を用いて説明す
ることが認められるべきである。

１団体

6 13 ６．（６）（イ）

「（解説）」において「店舗の外観を表示した図に、内装が含まれ、一つの立体商
標として特定されていると判断する。」と記載され、立体商標と認められる例として
あげられているが、これに加えて、内装のみを詳細に示した図も併せて提出でき
るようにしてほしい。

１企業

7 14 ６．（７）

立体商標についても「商標の詳細な説明」が可能になることから、商標としての
「使用」が当然に想定し得ない場合の事例において、指定商品「薬剤」について拒
絶理由が通知されたとしても、例えば、実際にはこの商標が「薬剤」の広告（店頭
POPなど）として使用されている場合、その事実を「商標の詳細な説明」の欄で説
明することで指定商品「薬剤」について登録となる可能性があるのか。

１団体

8 15 ４．（１）

(1)内装は、「美感に資する目的のために採用されたもの」であることが多いと考え
られるため、この点につきあまり厳格に判断すべきではないと考える。
(2)例えばどのような内装であれば、「美感に資する目的のために採用されたも
の」ではないと判断されるのか、「立体商標として認められない例」として具体例を
示してほしい。

１企業

　

「商標審査基準」改訂案に記載されていない仮想事例に関する御質問は掲載しておりません。

提出された御意見の概要（項目別）

第１　第３条第１項（商標登録の要件）

二、第３条第１項柱書

五、第３条第１項第３号

参考資料１（別紙）

第29回商標審査基準ＷＧ
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整理
番号

資料２の頁 該当箇所 御意見の概要 提出者

9 15 ４．（２）

「指定役務を取り扱う店舗等」は、４．（２）の「建築、不動産業等の建築物を取り
扱う役務を指定役務とする場合」に限らず、商標法３条１項３号の適用を原則とす
べきであり、商標法３条１項６号の８．で、「指定商品又は指定役務を取り扱う店
舗等」は「指定商品を取り扱う店舗等」とすべき。

１個人

10 15 ４．（２）

建築物を取り扱う役務であっても、出願人が「指定役務を取り扱う店舗等」として
使用する建築物は、取扱い物件（需要者に使用させるもの）ではなく、他業種の
店舗等と同様に扱うべきであるから、商標法３条１項３号の４．（２）の「建築物」
は、「指定役務において取り扱われる物件」（テナントに使用させる店舗等、ある
いは店舗等以外の住宅等の物件）に限るべき。

１個人

11 16 ４．（２）（注）

「指定商品を取り扱う店舗等」については、商標法２条３項３号から５号までの使
用も、商標法３条２項の「使用をされた結果」に考慮すべきであり、また、コンビニ
エンスストアや百貨店など多様な役務を提供する店舗等の形状を、全ての役務
又は特定の役務に関する広告とすることは非現実的であることから、第１の五
（商標法３条１項３号）の４．の（２）の（注）の「広告として機能する場合に実質上
限られる」は、「指定役務を取り扱う店舗等」には適用すべきでない。

１個人

12 16 ４．（２）（注）
注意書きについては、建築物の形状（内装の形状を含む。）に係る特許庁におけ
る使用の判断を拘束しかねないため、削除又は変更を検討すべきである。今回
は難しいとしても将来的な課題とすべきである。

1団体

13 17 ８．
「店舗等」には、例えば、鉄道の客室、タクシーや観光バスなどが含まれるのか。
含まれるのであればそれらの例を具体例として例示すべきである。

１団体

14 19 ３．（注）

３条２項の判断において、立体商標の破線と位置商標における破線とは趣旨が
異なることを踏まえて、注意書きの後に、位置商標における破線とは趣旨が異な
ることを踏まえて、「この点において、位置商標における、標章の位置を特定する
ための破線とは、解釈が異なる」等の記載を追加するか、「８．位置商標について
（２）本項の適用が認められない場合」の「標章の位置の相違」をもう少し具体的
に記載し、破線等による立体商標と位置商標の相違が明確になるようにすべきで
ある。

１団体

15 20 ５．（１）
建築物の外観および内観を立体商標としてより容易に登録できるようにした場
合、現行以上に建築物の立体商標の類似範囲がどこまでなのかを明示する必要
があるため、類似・非類似の例を明確に示してほしい。

１企業

16 － －

商標法２条４項１号に「商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又
は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とする」とあるところ、これらのい
ずれの使用を意図しているかは、類似範囲等、当該商標の保護のされ方に影響
し得ると思われるので、複数の使用態様の可能性がある立体商標については、
商標を特定するために必要がある場合として、その使用態様を「商標の詳細な説
明」の欄に記載させる運用とするのが適当と考える。

１団体

17 － －

３条２項適用等、使用による識別力の獲得が立証されて登録査定とする立体商
標については、特定の使用態様（商品全体の形状、商品の特定の部品の形状、
商品の箱、POPなどの広告、店頭の立体看板等々）によって識別力を獲得したの
であれば、商標を特定するために必要であるとして、その使用態様を「商標の詳
細な説明」の欄に記載させる運用とするのが適当ではないかと考える。

１団体

18 - -
審査基準に、特許庁の審査官の間では運用されているが、未公表の周知性を立
証するための基準（事例）を公表して欲しい。

１企業

八、第３条第１項第６号

第２　第３条第２項（使用による識別性）

第4　第5条（商標登録出願）

十、第４条第１項第11号

その他

第３　第４条第１項及び第３項（不登録事由）
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